
医療介護総合確保基金を用いた医療機関に
対する補助事業について

令和７年３月５日 健康医療局保健医療部医療整備・人材課



１ 医師の働き方改革に関する事業
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R7予算 106,400千円

2



3

R7予算 派遣事業 410,250千円
特別事業 771,553千円



勤務医の労働時間短縮推進事業交付要件（共通）

（１）勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等

について提言するための責任者を配置すること

（２）年の時間外・休日労働時間が960時間を超える又は960時間を超えるおそれのある医師を雇

用している医療機関であること。

※年の時間外・休日労働時間が960時間を超えるおそれのある医師を雇用している医療機関とは、年

の時間外・休日労働が720時間を超え、960時間以下の医師を雇用している医療機関をいう。

（３）医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時

間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。

その上で、特定労務管理対象機関においては、Ｇ－ＭＩＳに登録すること。また、当該委員

会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。

（４）「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開す

ること。
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【R７新規】地域医療勤務環境改善医師確保対策事業について

令和６年からの医師の時間外・休日労働の上限規制が適用されたことを受け、医師個々人の長時間労働を前提にした医療
提供体制の維持が困難となる。本事業では、県内医療機関におけるＩＣＴ機器の導入や他職種も含めたタスク・シフト/シェア
などの業務の効率化等を支援し、勤務環境改善を促し、将来的に医師の確保が安定的に可能となる環境を整備することを目
的とする。

R7予算 122,582 千円

補助対象
960時間を超える又は960時間を超えるおそれのある医師を雇用している医療機関で、「地域医療勤務環境
改善体制整備事業」及び「地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」の対象とならない医療機関

対象経費

「医師の時間外労働時間短縮計画」に記載されている、勤務医の労働時間短縮及びの効率化・省力化を図
るため、ICT機器の導入経費や多職種も含めたタスク・シフト/シェアなどの業務の効率化等の一部を補助する。
ただし、前年度に同一の経費で申請したものについては補助対象外とする

補助率 １／３ 基準額 133千円／１床（上限250床）

Kanagawa Prefectural Government

【趣旨・目的】

【事業概要】



２ 看護師の働き方改革に関する事業
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看護業務等アシスト機器導入支援事業について

看護職員の心身の負担軽減やタスクシフトを支援するため、病院での移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーショ
ン、入浴支援のいずれかの場面において、看護業務の効率化や負担軽減に有効な機器の導入経費の一部を補助する。これに
より、県内病院における看護職員の専門性の発揮と、より質の高い医療が提供されることを目指す。

R7予算 374,291 千円

補助対象 県内に所在する病院の開設者

対象経費
機器導入に要する備品購入費、賃借料、需用費及び役務費（「神奈川県「看護業務等アシスト機器導入
支援事業費補助」補助対象ロボット一覧」に掲載された機器を対象とする。）

補助率 １／２ 基準額

１機器当たり
・移乗支援（装着型・非装着型）・入浴支援用機器：2,000千円
・移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション用機器：600千円
（上限額：１施設当たり30,000千円）

Kanagawa Prefectural Government

【趣旨・目的】

【事業概要】
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看護業務等ICT導入支援事業について

令和６年４月からの医師の労働時間上限規制開始に伴い、看護職員へのタスクシフトが推進されており、これまで以上に看護
職員の業務負担が増加すると見込まれる。このような状況を踏まえ、本事業では、看護職員の勤務環境の改善、看護サービスの
質の向上や看護職員の県内定着につなげることを目的し、看護業務の効率化・省力化に資するICT機器の導入経費の一部を
補助する。

R7予算 423,582 千円

補助対象 県内に所在する病院の開設者

対象経費

ＩＣＴ導入に要する経費（備品購入・設置費（タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア、
ネットワーク機器）、クラウドサービス費 、導入設定費、セキュリティ対策費等）
ただし、看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助の対象となる機器は除く。

補助率 ３／４ 基準額
最大使用病床数１床当たり96千円

（上限300床）

Kanagawa Prefectural Government

【趣旨・目的】

【事業概要】



３ 職場環境整備等支援事業

（国補正予算：緊急支援パッケージ）
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職場環境整備等支援事業の概要①
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職場環境整備等支援事業の概要②

【支給対象】
令和７年３月３１日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、有床診療所（医科・歯
科）、無床診療所（医科・歯科）及び訪問看護事業者

【支給要件】
令和６年４月１日から令和７年３月31 日までの間（※）に、以下の業務の効率化や職員の
処遇改善を図る場合（いずれか（複数可））に所要の経費に相当する給付金を支給する。
（ＩＣＴ機器等の導入による業務効率化）
タブレット端末、離床センサー、インカム、ＷＥＢ会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効
率化に資する設備の導入
（タスクシフト／シェアによる業務効率化）
医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト／シェア
（給付金を活用した更なる賃上げ）
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善
（※）国から令和６年度事業の要件として現時点で示されているもの。
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職場環境整備等支援事業の概要③

【支給額の算定方法】
（病院・有床診療所※） 許可病床数×４万円
（ 無床診療所） １施設×18 万円
（訪問看護ＳＴ） １施設×18 万円
※許可病床数が４床以下の有床診療所の場合、１施設×18万円

【今後のスケジュール等】
３月 国から事業の詳細が示され次第、関係団体、医療機関等へ情報提供

神奈川県ホームページ等での周知

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/seisansei_kojo.html

４月以降 準備が整い次第、申請受付開始

※ 本事業については、今後、国から事業の詳細が示され次第速やかに、給付要件や申請方法
等について情報提供をしていく予定です。
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【参考】医療機関等物価高騰対応支援金
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医療機関等物価高騰対応支援金の概要

○ 光熱費等の高騰による医療機関等の負担を軽減させるため、支援金を支給する。

【支援対象期間】 令和６年８～10月、令和７年１～３月（国の激変緩和期間と同じ）

【今後のスケジュール（予定）】
○ ４月上旬頃 各団体あてに事務局やコールセンター設置・開始予定時期等を案内
○ ４月下旬頃～ 各医療機関等への案内送付 ・ 申請受付開始
※ 病院のみ先行して、３月中に申請受付を開始できるよう調整中

支援対象者 支援額

病院、有床診療所 2.2万円／床

病院（特別高圧受電者） 2.4万円／床

無床診療所、歯科診療所、薬局、助産所 4.8万円／施設

施術所（あん摩・はり・きゅう・柔道整復）、歯科技工所 3.0万円／施設
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